
　互いを人生のパートナーとして、日常生活において、相互に扶助し合う「パートナーシップ」の関係である
ことを２人が宣誓し、市は宣誓書を受領のうえ受領証明書（宣誓書受領証・宣誓書受領カード）を交付します。
　法律上の婚姻制度とは異なり、宣誓しても法律上の効果は生じず、戸籍や在留資格等が変わるものではあり
ませんが、市では、日常生活の様々な困りごとの場面で受領証明書を活用いただけるよう取り組んでいます。

　性のあり方（セクシュアリティ）は多様で、一人ひとりが持つ個性と言えます。その中でも、
性のあり方が少数派の人々を「性的少数者」と言い、代表的な５つの頭文字から「LGBTQ」と
呼ぶことがあります。
　性的少数者の方は、学校生活や就職活動、自分が望む服を着ることやトイレの使用など、日
常生活において困難なことやためらうことが多くあります。
　市は、性的少数者の方が疎外感や不安を感じることなく、安心して自分らしく暮らせるように、
性の多様性に関する啓発に努めていきます。
　※詳しくは、「にじいろBOOKしずおか」をご覧ください。

静岡市は、性のあり方に関わらず、 市民一人ひとりの人権と、多様な生き方が尊重される
共生社会の実現を目指し、「静岡市パートナーシップ宣誓制度」を実施しています。 
性的少数者や事実婚のカップルなどの生きづらさや困難の軽減を図るとともに、 
性の多様性に関する市民の皆さんの理解をさらに促進していきます。 

「静岡市パートナーシップ宣誓制度」
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静岡市パートナーシップ宣誓制度とは

● 成年に達していること（満18歳以上の人）
● どちらか１人が静岡市民であること（転入予定を含む）
● 宣誓者同士が近親者でないこと
● 宣誓者同士が婚姻していないこと（同居していなくても対象）
● いずれもがほかの人と婚姻（事実婚含む）しておらず、かつ、パートナーシップを形成していないこと

宣誓の対象となる人

性のあり方と性的少数者について

ダウンロードは
こちらから

にじいろBOOKしずおか

宣誓するきっかけは？
普段の生活における
困りごとは？

パートナーとの関係を
他人に説明できない。

同一住所の同居人ではなく、
生涯を共にするパートナーとして
はっきり形にしたかった。

・ 2人の関係を市に認めてもらえてうれしい。
・ 家族以外の人（職員）から
 祝福されてうれしい。
・ 勤務先の福利厚生制度を使うことができる。

宣誓カッ
プルからの意見・感想

宣誓後の感想は？



宣誓することで適用となる行政サービス

お問い合わせ先

事業者の皆様へのお願い

宣誓の申込、制度に関する詳細は、
静岡市ホームページをご覧ください。

静岡市

静岡市 市民局 男女共同参画・人権政策課
〒420-8602  静岡市葵区追手町5-1　静岡庁舎 新館１５階
TEL：054-221-1349　ＦＡＸ：054-221-1782
メール：sankaku@city.shizuoka.lg. jp

市民・事業者の皆様
パートナーシップ
宣誓カップル

❶宣誓書の提出

❷受領証明書

サービス等の提供

❸制度の活用 サービス等の提供

❸制度の活用

制度の周知・啓発、活用の場や機会が増えるようご協力のお願い

　性的少数者や事実婚カップルなどの皆さんは 2人の関係を周囲に公表できない場合も多く、

様々な生きづらさや困難を抱えて生活しています。

　市は、様々な関係機関へ働きかけていくことで、宣誓カップルが家を借りる場合や、病院

等での手続き等における不自由などの解消を目指していきます。

　当制度の趣旨を十分にご理解いただき、宣誓カップルが婚姻している方々と同じサービス・

対応などを受けることができる社会が実現するよう、ご協力をお願いします。

静岡市パートナーシップ宣誓制度 検索

https://www.city.shizuoka.lg.jp/003_000001_00131.html

制度の趣旨を理解

宣誓書の受領を証明するもの

パートナーシップ宣誓書受領カード（運転免許証サイズ）イメージ

パートナーシップ宣誓書受領カード
静岡市パートナーシップ宣誓実施要綱第６条の規定に基づき、
パートナーシップ宣誓書を受領しました。

宣誓日　　　年　　月　　日
宣誓者 ［本人］

年　 月　 日生

年　 月　 日　　　　　　　静岡市長

氏　名  ①

印

［パートナー］

年　 月　 日生

氏　名  ②

【宣誓制度イメージ図】

　宣誓カップルには受領証明書（「パートナーシップ宣誓書受領証」
と「パートナーシップ宣誓書受領カード」）を交付します。
　宣誓カップルと生計をともにする未成年（原則）のお子さんがいる
場合は、希望により一緒に証明することができます。

● 市営住宅等の入居
● 患者の病状説明の同席（市立病院）
● 児童クラブ・こども園への子のお迎え

● 急須・お茶配布事業
● 子育て世帯宅地提供事業
　

（令和4年１０月末現在。最新情報は市ホームページでご確認ください。）
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